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北海道教育⼤学国際化戦略⽅針

令和７年４⽉２４⽇役員会決定

はじめに

 今⽇の社会はグローバル化が進み、他国との交流は増⼤し、社会構造の変化や⼈々の価値
観の多様化等が進⾏しつつある。また、国家間や地域間で新たな摩擦や紛争が⽣じ国際情勢
が複雑化する中で、国際理解や国際協調の重要性が⾼まっている。
⽇本国内においても、外国からの旅⾏者や移住者の増加等により、国際化の波が地域や学

校といった⾝近なところにも広がりつつある。これからは、若い世代を中⼼に異⽂化を理解・
受容し、活気ある地域の発展を⽬指すべく、多⽂化共⽣社会を実現していく必要がある。
教員養成及び地域⼈材育成を担う本学においては、本学の強みが⽣かされ成果が全学に還

元できるような教育・研究活動の国際化・国際連携を積極的に進める。また、学⽣及び教職
員の異⽂化理解・国際理解の促進を図り、国際的視野を持った⼈材を育成することにより、
国や北海道の成⻑と発展に⼀段と貢献できる⼤学を⽬指す。
ついては、以下の⽅針に基づき、本学の国際化を推進する。

１．学⽣教育に関する⽅針
 国内外における国際感覚を涵養するための活動（教育実践活動を含む）を通して、地域

的視野に加え、国際的視野を持って、学校、または、地域社会や国際社会で活躍できる
⼈材を育成する。

 新しい教育テクノロジーを活⽤しながら、他⼤学等との連携活動を含めて、語学教育や
異⽂化理解教育の充実と⾼度化を図る。

 教員養成課程及び学科の特⾊を踏まえ、留学⽣が増えるような魅⼒ある留学プログラム
の開発や学習環境の整備に努める。

 海外から留学⽣を積極的に受け⼊れ、異なる⽂化的背景を持つ学⽣同⼠の交流を図るこ
とにより、本学学⽣の国際対応能⼒（グローバル・コンピテンシー）を⾼めるとともに、
留学⽣の⽇本⽂化理解を助け、⽇本・北海道のよき理解者を育てる。
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２．研究に関する⽅針
 諸外国の⼤学及び研究機関との交流・連携を推進し、研究活動の充実を図る。
 国際学会における参加や発表、国際学術誌への投稿など、国際的な研究活動を奨励する。

３．国際協働に関する⽅針
 地域社会・教育現場との協働活動を進め、地域や学校の課題解決に向けた⽀援や情報提

供を⾏う。
 諸外国の⼤学や国際協⼒実施機関等との連携を推進し、教職員や学⽣の国際共同研究や

国際交流・協⼒を⽀援する。
 教員養成課程で培われた⽇本型教育の輸出（海外及び本学での研修プログラムの提供等）

を⽀援する。

４．環境整備に関する⽅針
 本学全体の国際意識を⾼めるため、各キャンパスの地域性に合わせて、教育研究環境の

ユニバーサル化・多⾔語化を進める。
 教職員の語学⼒向上や国際理解の推進に努め、全学的な国際対応能⼒（グローバルコン

ピテンシー）の向上を図る。
 ICT 等を活⽤し、本学の取り組みや教育研究成果の国際的な発信⼒を⾼める。


